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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年２月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年２月１９日 ２０時２５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市広瀬北西方沖（平戸瀬戸） 

 広瀬灯台から真方位３１４°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.９′ 東経１２９°３４.１′） 

事故の概要  油タンカー第十一あたご丸は、北進中、また、押船第十五あおい丸

は、バージ第六あをい丸と押船列を構成して南西進中、第十一あたご

丸と第六あをい丸とが衝突した。 

 第十一あたご丸は、左舷後部外板の破口等を生じ、また、第六あを

い丸は、左舷船首部外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年３月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 油タンカー 第十一あたご丸、４９９トン 

   １４２１０２、柿本汽船株式会社 

   ６４.９９ｍ×１０.４０ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２６年３月６日 

Ｂ 押船 第十五あおい丸、９９トン 

   １３５４８０、葵新建設株式会社 

   ２６.０１ｍ×９.５０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,２０６kＷ、平成９年８月１９日 

Ｃ バージ 第六あをい丸、約４,２４２トン 

   なし、葵新建設株式会社 

   １１０.００ｍ×２１.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成５年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５４年１１月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１０月２８日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１２月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   四級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 平成２７年７月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１月１８日 

    免状有効期間満了日 平成３２年７月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に破口及び凹損、船橋前部壁に破口等 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部外板に凹損、サンドポンプに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南南西流約１ノット（kn）、潮汐 下げ潮

の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士（以下「航海士Ａ」という。）ほか３人

が乗り組み、船長Ａが、操船指揮に当たり、航海士Ａを手動操舵に当

たらせ、法定灯火を表示し、２海里（Ｍ）レンジとしたレーダーを作

動させ、平戸瀬戸の平戸市南風
は え の

埼西方沖を約８～９knの速力（対地速

力、以下同じ。）で北進した。 

 船長Ａは、平戸市黒子
く ろ こ

島東方沖において、平戸瀬戸北口のほぼ中央

に位置する広瀬の東方の水道（以下「東水道」という。）越しに、縦

に連掲した白灯２個及びその下方に紅灯１個、並びにそれらの前方に

白灯１個を視認し、押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）が広瀬北

東方沖を南西進していることを認めた。 

 船長Ａは、ふだん、平戸瀬戸を北進する際、東水道を航行していた

が、Ｂ船押船列が広瀬に寄って南西進しているように見えたので、Ｂ

船押船列が東水道を航行するかもしれないと思い、広瀬の西方の水道

（以下「西水道」という。）を航行することにし、西水道中央に向け

て北進を続けた。 

 船長Ａは、広瀬導流堤灯台南西方沖で、Ｂ船押船列が西水道に向か

っていることを知ったが、Ａ船が広瀬導流堤灯台に接近していたの

で、東水道に向けて変針するには時機を失したと思い、同じ針路で続

航した。 

 Ａ船は、船長Ａが、広瀬導流堤灯台西方沖でＢ船押船列から探照灯

で照射されていることに気付いたが、右舷前方にＢ船押船列の紅灯が

見えており、Ｂ船押船列が直進するか右転するものと思い、Ｂ船押船

列と左舷対左舷で通過することにし、航海士Ａに右舵を取るよう指示

した。 

 Ａ船は、広瀬北西方沖において、右転しながら北東進中、平成２８

年２月１９日２０時２５分ごろＡ船の左舷後部とＣ船の左舷船首部と

が衝突した。 

 船長Ａは、機関を中立とし、Ｂ船押船列がＡ船から離れたので、負

傷者がいないことを確認して１１８番通報及び船舶所有者に本事故発

生の連絡を行った後、広瀬北方沖で漂泊して損傷状況の確認等を行っ
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た。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士（以下「航海士Ｂ」という。）ほか４人

が乗り組み、海砂約１,７００ｍ3を積載した無人のＣ船の船尾凹部に

船首部を結合し、全長約１３０ｍのＢ船押船列を構成し、Ｃ船にマス

ト灯及び両舷灯、Ｂ船にマスト灯２個を連掲して両舷灯及び船尾灯を

表示し、平戸瀬戸東方の平戸市久吹
く ぶ き

浦
うら

を出発した。 

 Ｂ船押船列は、船長Ｂが、操船指揮に当たり、航海士Ｂを見張りの

補助等に当たらせ、０.７５Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、広

瀬北東方沖を約８knの速力で手動操舵により南西進した。 

 船長Ｂは、広瀬北東方沖において、黒子島東方沖にＡ船の白灯２個

及び緑灯１個を視認し、Ａ船が平戸瀬戸を北進していることを認め、

Ｂ船押船列の存在を知らせるつもりでＡ船に向けて探照灯を照射した

後、西水道に向けて続航した。 

 船長Ｂは、ふだん、平戸瀬戸を南進する際、西水道を航行してお

り、これまでの経験では、平戸瀬戸を南進する船がいる場合、北進す

る船が東水道を航行していたので、Ａ船が東水道を航行するものと思

ったものの、その動静を確認することにし、速力を約７.０～７.５kn

に減じた。 

 船長Ｂは、広瀬北方沖で、Ａ船が西水道に向かって北進しているよ

うに見えたので、Ａ船を東水道に向かわせるつもりでＡ船に向けて探

照灯を数回照射した後、西水道の東側に向けて南西進した。 

 船長Ｂは、左舷船首方にＡ船の緑灯が見え、Ａ船が西水道中央に向

けて北進していることを知り、Ｂ船押船列がＡ船の右舷前方にいたの

で、Ａ船と右舷対右舷で通過しようとして左舵一杯を取ったところ、

Ａ船のマスト灯の間隔が開いたので、舵を中央に戻して続航した。 

 Ｂ船押船列は、船長Ｂが、Ａ船の紅灯を認め、Ａ船が右転したこと

を知り、衝突の危険を感じて機関を全速力後進にかけ、短音を連続し

て吹鳴しながら航行中、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、機関を後進にかけ、Ｂ船押船列がＡ船から離れたので、

機関を停止した後、負傷者がいないことを確認して１１８番通報及び

船舶所有者に本事故発生の連絡を行い、広瀬北方沖で錨泊して損傷状

況の確認等を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船のＧＰＳプロッター画 

面、写真２ Ｂ船のＧＰＳプロッター画面 参照） 

 その他の事項  海図Ｗ１９３（平戸瀬戸）によれば、西水道は、水深１０ｍ以上の

可航幅が約３５０ｍであった。 

 船長Ａは、夜間の航行経験も含めて平戸瀬戸の航行経験が豊富であ

り、ふだんは広瀬を境界にして右側を航行する意図で、北進時には東

水道を、南進時には西水道を航行するようにしていた。 

 Ａ船は、本事故当時、喫水が、船首約１.２ｍ、船尾約３.３ｍであ
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った。 

 船長Ａは、本事故当時、レーダーではなく、主に目視でＢ船押船列

の灯火の状況を見ながら航行していた。 

 船長Ｂは、夜間の航行経験も含めて平戸瀬戸の航行経験が豊富であ

り、久吹浦を出発して平戸瀬戸を南進する場合には、本事故時と同じ

様に、広瀬を余り離さずに西水道の左側を航行していた。 

 Ｂ船押船列は、本事故当時、喫水が、船首約４.０ｍ、船尾約５.４

ｍであった。 

 船長Ｂは、本事故当時、レーダーではなく、主に目視でＡ船の灯火

の状況を見ながら航行していた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも、本事故当時、操船信号を行ってい

なかった。 

 九州沿岸水路誌には、平戸瀬戸に関し、次のとおり記載されてい

る。 

 針路法 

  一般的注意事項 

  佐世保海上保安部は、平戸瀬戸における海難を防止するため海上

衝突予防法による狭水道における航法を守るよう、また、北航船の

うち５００ｔ未満は東水道（広瀬～牛ケ首間の水道）を、５００ｔ

以上は西水道（広瀬～獅子駒埼間の水道）を航行するよう、南航船

は小型漁船を除き、西水道を広瀬から離して航行するようそれぞれ

指導している。 

  南航針路法 

  東方から来る船舶は、針路２０９°で天守閣（平戸城）に向首

し、広瀬導流堤灯台正横で針路１８０°に変針して南下する。 

（付図２ 九州沿岸水路誌掲載の平戸瀬戸針路法図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、平戸瀬戸において、西水道の屈曲部付近で反航するＢ船押

船列と行き会う態勢で北進中、船長Ａが、右舷前方のＢ船押船列が直

進するか右転するものと思い、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｂ船押船列と左舷対左舷で通過しようとし

て右転したところ、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船押船列の紅灯を右舷前方に認めていたこと、及びＢ

船押船列と西水道で行き会う態勢にあったことから、Ｂ船押船列が直

進するか右転するものと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船押船列は、平戸瀬戸において、西水道の屈曲部付近で反航する

Ａ船と行き会う態勢で南西進中、船長Ｂが、左舷船首方のＡ船と右舷
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対右舷で通過しようと思い、左舵を取って西水道の左側を航行したこ

とから、Ａ船の右転に気付いて機関を後進にかけたものの、Ｃ船とＡ

船とが衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船押船列が西水道の左側を航行していた上に、Ａ船の

緑灯を認めていたことから、Ａ船と右舷対右舷で通過しようと思った

ものと考えられる。 

 船長Ｂは、ふだん久吹浦を出発して平戸瀬戸を南進する場合と同じ

様に、本事故当時、西水道の左側を航行していたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、平戸瀬戸において、Ａ船が西水道の屈曲部付近で

反航するＢ船押船列と行き会う態勢で北進中、Ｂ船押船列が西水道の

屈曲部付近で反航するＡ船と行き会う態勢で南西進中、船長Ａが、右

舷前方のＢ船押船列が直進するか右転するものと思い、Ｂ船押船列に

対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷船首方の

Ａ船と右舷対右舷で通過しようと思い、左舵を取って西水道の左側を

航行したため、右転したＡ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

参考  船長Ｂは、本事故後、次の改善措置を採った。 

 ・平戸瀬戸を南進する場合、広瀬を十分に離して西水道の西側（右

側）を航行するよう、ＧＰＳプロッターに予定針路線を入力し

た。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭い水道等においては、右側端に寄って航行すること。 

 ・航行予定海域については、水路図誌等を活用し、予定針路等を検

討すること。 

 ・レーダーを有効に活用し、他船の動静を適切に確認すること。 

 ・必要に応じ、操船信号等を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 九州沿岸水路誌掲載の平戸瀬戸針路法図 
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写真１ Ａ船のＧＰＳプロッター画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船のＧＰＳプロッター画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船の本事故時の航跡 

Ａ船の北進時の予定針路線 

Ａ船の南進時の予定針路線 

Ｂ船の本事故時の航跡 


